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①国民年金法等の一部を改正
する法律（議員立法）



国民年金法等の一部を改正する法律案の概要 
 

 

１．法案の趣旨 

公的年金制度に基づく障害年金の受給権者について、結婚や子の出生等

による生活状況の変化に応じたきめ細かな対応を図る観点から、障害基礎

年金、障害厚生年金等の額の加算に係る子及び配偶者の範囲を拡大するた

めの所要の措置を講じるもの。 

 

２．法案の概要 

（１）障害基礎年金の子の加算の改善 

   障害基礎年金について、年金を受給した後に子を有するに至ったときに

も加算を行うものとする。 

 

（２）障害厚生年金、障害共済年金の配偶者の加算の改善 

   障害厚生年金について、年金を受給した後に６５歳未満の配偶者を有す

るに至ったときにも加算を行うものとする。（障害共済年金についてもこ

れと同様の改正を行う。） 

 

（注）昭和６０年改正前の国民年金法や厚生年金保険法に基づく障害年金に

ついても上記に準じた改正を行う。 

 

（３）施行期日 

平成２３年４月１日 

 



  

一 

 
 

 

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
国
民
年
金
法
の
一
部
改
正
（
第
一
条
関
係
） 

一 

障
害
基
礎
年
金
に
つ
い
て
、
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
そ
の
者
の
子
が
あ
る
と
き
に
加
算
を
行
う
も

の
と
す
る
こ
と
。 

二 

受
給
権
者
が
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
日
の
翌
日
以
後
に
そ
の
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
そ
の
者
の
子
を
有
す

る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
翌
月
か
ら
、
障
害
基
礎
年
金
の
額
の
改
定
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
二 

厚
生
年
金
保
険
法
の
一
部
改
正
（
第
二
条
関
係
） 

 

一 

障
害
厚
生
年
金
に
つ
い
て
、
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
そ
の
者
の
六
十
五
歳
未
満
の
配
偶
者
が
あ
る

と
き
に
加
算
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

二 

受
給
権
者
が
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
日
の
翌
日
以
後
に
そ
の
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
そ
の
者
の
六
十
五
歳

未
満
の
配
偶
者
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
翌
月
か
ら
、
障
害
厚
生
年
金
の
額
の
改
定
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。 

第
三 

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
（
第
三
条
関
係
） 

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
に
つ
い
て
、
第
二
の
改
正
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。 



 

二 

第
四 

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
（
第
四
条
関
係
） 

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
に
つ
い
て
、
第
二
の
改
正
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。 

第
五 

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
第
五
条
関
係
） 

一 

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
に
つ
い
て
、
第
一

の
改
正
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。 

二 

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
又
は
船
員
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
障
害

年
金
に
つ
い
て
、
第
一
の
改
正
及
び
第
二
の
改
正
に
準
じ
た
改
正
を
行
う
こ
と
。 

第
六 

施
行
期
日
等 

 

一 

施
行
期
日 

 

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 

二 

経
過
措
置 

１ 

施
行
日
に
お
い
て
現
に
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
そ
の
者
の
子
（
当
該
受
給
権

者
が
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
日
の
翌
日
以
後
に
有
す
る
に
至
っ
た
子
に
限
る
。
）
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
障
害
基
礎
年



  

三 

金
の
額
の
改
定
に
つ
い
て
、
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
。 

２ 

そ
の
他
障
害
厚
生
年
金
の
額
の
改
定
等
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。 

 

三 

関
係
法
律
の
整
備 

関
係
法
律
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 

 

 



 

一 

◎ 

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
） 

抄 
（
第
四
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

第
八
十
八
条 

障
害
の
程
度
が
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る
者
に

支
給
す
る
障
害
共
済
年
金
の
額
は
、
当
該
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
に
よ

つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
そ
の
者
の
六
十
五
歳
未
満
の
配
偶
者
が
あ
る
と

き
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
金
額

に
加
給
年
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。 

 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
そ
の
権
利
を
取
得
し
た
日
の
翌
日
以
後
に

そ
の
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
る
そ
の
者
の
六
十
五
歳
未
満
の
配
偶

者
を
有
す
る
に
至
つ
た
こ
と
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
を
加

算
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
障
害
共
済
年
金
の
額
を
改
定
す
る
。 

５ 

第
八
十
条
第
四
項
（
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
た
障
害
共
済
年
金
に
つ
い
て

準
用
す
る
。 

 

第
八
十
八
条 

障
害
の
程
度
が
障
害
等
級
の
一
級
又
は
二
級
に
該
当
す
る
者
に

支
給
す
る
障
害
共
済
年
金
の
額
は
、
当
該
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
そ

の
権
利
を
取
得
し
た
当
時
そ
の
者
に
よ
つ
て
生
計
を
維
持
し
て
い
た
そ
の
者

の
六
十
五
歳
未
満
の
配
偶
者
が
あ
る
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
に
加
給
年
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す

る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

    

４ 

第
八
十
条
第
四
項
（
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
た
障
害
共
済
年
金
に
つ
い
て

準
用
す
る
。 

 
 

 



  

二 

 
◎ 
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
八
号
） 

抄 

（
第
七
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 
 

 

附 

則 

 

（
退
職
共
済
年
金
の
加
給
年
金
額
等
の
特
例
） 

第
十
七
条 

退
職
共
済
年
金
又
は
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
の
配
偶
者
が
大

正
十
五
年
四
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
新
共

済
法
第
八
十
条
第
一
項
（
新
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
二
第
三
項
、
附
則
第

二
十
条
の
三
第
二
項
及
び
第
五
項
、
附
則
第
二
十
五
条
の
二
第
三
項
、
附
則

第
二
十
五
条
の
三
第
三
項
及
び
第
六
項
、
附
則
第
二
十
五
条
の
四
第
三
項
及

び
第
六
項
、
附
則
第
二
十
五
条
の
六
第
七
項
及
び
第
九
項
並
び
に
附
則
第
二

十
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

並
び
に
第
八
十
八
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第 

 
 

号
）
附
則
第
二
条
第
四
項

中
「
六
十
五
歳
未
満
の
配
偶
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
配
偶
者
」
と
し
て
こ
れ
ら

の
規
定
を
適
用
し
、
新
共
済
法
第
八
十
条
第
四
項
第
四
号
（
新
共
済
法
第
八

十
八
条
第
五
項
又
は
附
則
第
二
十
条
の
二
第
三
項
、
附
則
第
二
十
条
の
三
第

二
項
及
び
第
五
項
、
附
則
第
二
十
五
条
の
二
第
三
項
、
附
則
第
二
十
五
条
の

三
第
三
項
及
び
第
六
項
、
附
則
第
二
十
五
条
の
四
第
三
項
及
び
第
六
項
若
し

 
 

 

附 

則 

 

（
退
職
共
済
年
金
の
加
給
年
金
額
等
の
特
例
） 

第
十
七
条 

退
職
共
済
年
金
又
は
障
害
共
済
年
金
の
受
給
権
者
の
配
偶
者
が
大

正
十
五
年
四
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
新
共

済
法
第
八
十
条
第
一
項
（
新
共
済
法
附
則
第
二
十
条
の
二
第
三
項
、
附
則
第

二
十
条
の
三
第
二
項
及
び
第
五
項
、
附
則
第
二
十
五
条
の
二
第
三
項
、
附
則

第
二
十
五
条
の
三
第
三
項
及
び
第
六
項
、
附
則
第
二
十
五
条
の
四
第
三
項
及

び
第
六
項
、
附
則
第
二
十
五
条
の
六
第
七
項
及
び
第
九
項
並
び
に
附
則
第
二

十
六
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
第
八
十
八
条
第
一
項
中
「
六
十
五
歳
未
満
の
配
偶
者
」
と
あ
る
の
は
、

「
配
偶
者
」
と
し
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
、
新
共
済
法
第
八
十
条
第
四

項
第
四
号
（
新
共
済
法
第
八
十
八
条
第
四
項
又
は
附
則
第
二
十
条
の
二
第
三

項
、
附
則
第
二
十
条
の
三
第
二
項
及
び
第
五
項
、
附
則
第
二
十
五
条
の
二
第

三
項
、
附
則
第
二
十
五
条
の
三
第
三
項
及
び
第
六
項
、
附
則
第
二
十
五
条
の

四
第
三
項
及
び
第
六
項
若
し
く
は
附
則
第
二
十
五
条
の
六
第
七
項
及
び
第
九

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 



 

三 

く
は
附
則
第
二
十
五
条
の
六
第
七
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

  

２ 

（
略
） 

 
 

 



②医療保険制度の安定的運営を図る
ための国民健康保険法等の一部を

改正する法律



医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の概要

医療保険制度の安定的な運営を図るため、市町村国保、協会けんぽ、後期高齢者医療制度における保険料
の引上げの抑制等のための所要の改正を行う。

概 要

施行期日

Ⅰ 市町村国保の保険料軽減のための措置等

① 財政支援措置の４年間の延長（約2000万世帯 加入者約3600万人 １世帯平均で年間約１．２万円の保険料上昇抑制効果）
・ ｢低所得者を抱える市町村｣、｢高額な医療費｣に対する国、都道府県の補助等を引き続き実施。

② 市町村国保の財政安定化のため、都道府県単位による広域化を推進
・ 都道府県の判断により、市町村国保の広域化についての方針の作成、市町村の拠出により医療費を賄う共同事業の拡大等を
可能とする。

③ 保険料滞納世帯であっても、医療を現物給付で受けられる子どもの対象の拡大（中学生以下→高校生世代以下）
・ 一旦窓口で医療費を支払わなければならない資格証明書の交付世帯に属する高校生世代に、短期被保険者証を交付。

Ⅱ 中小企業の従業員、事業主の保険料軽減のための措置
◆ 協会けんぽの逼迫した財政状況に鑑み、保険料の大幅な引上げを抑制するため、２４年度までの３年間において、財政再建の
ための特例措置を講ずる。（被保険者約2000万人 加入者約3500万人 ２２年度で労使年間２．１万円の保険料上昇抑制効果）

① 国庫補助割合を１３％から１６．４％に引き上げ

② 単年度収支均衡の特例として、２１年度末以降の赤字額について、２４年度までの償還を可能とする

③ 後期高齢者支援金について、被用者保険グループでの負担能力に応じた分担方法を導入 （高齢者医療確保法）

・ 後期高齢者の医療費に対する現役世代からの支援金の３分の１（２２年度は９分の２）について、保険者の財政力に応じた負担
（総報酬割）とする。

Ⅲ 高齢者の保険料軽減のための措置

① 給付変動等に備えるため都道府県に設置している財政安定化基金について、保険料の引上げの抑制に活用できるようにする

② サラリーマンに扶養されていた方の保険料の軽減措置を延長する（約190万人 年間平均約２．１万円の保険料上昇抑制効果）
※予算措置をあわせると約3.8万円

（国保法）（③は平成２２年７月１日施行）

（健保法等）（①③は平成２２年７月１日施行）

（高齢者医療確保法）

公布の日



被用者保険の後期高齢者支援金への総報酬割導入について

計 約３．６兆円

総報酬割
１／３

加入者割
２／３

全額
加入者割

公費

2,700

16,600億円14,500億円 4,400億円

加入者数2980万人×4.43万円 加入者数3470万人×4.43万円
加入者数890万人

×4.43万円

（４５％） （４０％） （１５％）

公費
1,800

15,000億円※※ 15,800億円※※ 4,700億円※※

＋500億円※ －850億円※ ＋350億円※

16.4％

2割軽減5割軽減7割軽減

保険料額

応益分（約５０％）

応能分（約５０％）

所得

７割軽減・５割軽減を受け
る低所得者数に応じて財政

支援（暫定措置）
（それぞれ平均保険料の１２％・

６％相当額を公費負担）

7７0億円（H22年度予算）

（国1/2、都道府県1/4、市町村1/4）

市町村国保における保険基盤安定制度の概要

拠出金

交付金

高額医療費共同事業

保険財政共同安定化事業

都道府県単位の共同事業

Ｂ町

Ｃ村

A市

拠出金

交付金

拠出金

交付金

実際に発生した医療費に応じて交付

市町村国保における高額医療費共同事業・保険財政共同安定化事業の概要

【高額医療費共同事業】
国1/4、都道府県1/4、保険料1/2

【保険財政共同安定化事業】
保険料のみ

・１件８０万円超の医療費に関する共
同事業

・事業規模 約2,600億円

・１件３０万円超の医療費（うち８～
８０万円）に関する共同事業

・事業規模 約1.1兆円 （平成20年度）

（平成22年度予算案ベース）

協会けんぽ 共済組合健保組合 16.4％

（４１％） （４７％） （１２％）

※ 22年度は、健保組合＋330億円、協会けんぽ－560億円、共済＋230億円
※※ 22年度は、健保組合14,800億円、協会けんぽ16,100億円、共済4,600億円

保険料軽減分に対する
公費補てん（恒久措置）
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